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的
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ま
せ
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に
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故
や
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ま
す
。

　
ま
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れ
る
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あ
り
ま
す
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　任期満了に伴う町議会議員一般選挙が行われます。
　貴重な一票を大切にみんなで投票しましょう。
　選挙が明るく正しく行われるよう有権者の皆さんの
ご協力をお願いします。

選挙すべき議員の数
　12人
立候補できるかた
　日本国民で、昭和58年２月18日までに生まれ、平成
19年11月11日までに皆野町の住民基本台帳に登録され、
引き続き選挙期日（投票日）まで皆野町に住所を有し、
選挙人名簿に登録され、失権などの欠格事項に該当し
ないかたです。
立候補の届出
・日　時　２月12日㈫　午前８時30分～午後５時
・場　所　役場201会議室（２階）
立候補予定者説明会
・日　時　１月15日㈫　午後１時30分
・場　所　文化会館Ａ会議室（３階）
※会場の都合により、出席人員は立候補予定者１人に
　つき、本人を含めて３人以内となりますのでご協力
　ください。
問合せ
　選挙管理委員会（総務課内）　☎62‒1230　内線202

▲ 皆野町議会議員一般選挙 ▲

告 示 日　２月12日㈫
投開票日　２月17日㈰

　

国
民
年
金
は
、
老
後
を
迎
え
た
と
き
の
所
得
保
障
の
柱
と
し

て
、
全
員
が
年
金
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
と
つ
く
ら
れ
た
公
的

年
金
制
度
で
す
。

　

国
籍
・
職
業
を
問
わ
ず
、
日
本
に
住
む
20
歳
か
ら
60
歳
ま
で

の
全
員
が
加
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

20
歳
に
な
っ
た
ら　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

国
民
年
金

　裁判員制度は、国民の皆さんに裁判員として刑事裁
判に参加していただき、裁判官とともに、被告人が有
罪か無罪か、有罪の場合どのような刑にするかを決め
ていただく制度です。
　裁判員は、毎年作成される裁判員候補者名簿の中か
ら、事件ごとにくじ及び裁判所における選任手続を経
て選ばれます。裁判員は、原則として辞退することは
できませんが、国民の皆さんの負担が過重とならない
ように一定の範囲で辞退事由も定められています。
　皆さんの経験やお考えを司法に反映させるために、
裁判員制度をご理解いただき、ぜひご協力いただける
ようお願いします。

あなたも、もうすぐ「裁判員」

あなたの声が
　　社会を変える力になります

問合せ　さいたま地方裁判所　刑
けい

事
じ

訟
しょう

廷
てい

事務室
　　　　☎048‒863‒4111　内線2351
●裁判所ホームページ
　http://www.saibanin.courts.go.jp

裁判員に参加いただく刑事手続の流れ

審理当日
３日間～
　５日間

裁判員が
関わる部分

公訴の提起
公判前整理手続
裁判員候補者の呼出
裁判員選任手続
法廷での審理
評議・評決
判決宣告


